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海老名市立中新田小学校ＰＴＡ規約

第１章 名称および事務局
第１条 この会は、海老名市立中新田小学校ＰＴＡという。
第２条 この会は、事務局を中新田小学校（所在地：海老名市中新田１－１５－１）に置く。
第２章 目的および活動
第３条 この会は、保護者と教員とが協力して家庭と学校と社会における児童青少年の幸福な成長をはかることを目的とする。
第４条 この会は、前条の目的をとげるための次の活動をする。

(1)よい保護者、よい教員となるために努める。
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって児童青少年の生活を指導する。
(3)児童青少年の環境をよくする。
(4)公教育費を充実することに努める。
(5)国際理解に努める。

第３章 方針
第５条 この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。

(1)児童青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
(3)この会または他の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4)学校の人事その他管理に干渉しない。

第４章 会員
第６条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。

(1)中新田小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者。
(2)中新田小学校の教職員。
(3)この会の主旨に賛同する者。

但し、(3)に該当するものの入会は運営委員会が決定する。
第７条 この会の会員は、会費を納めるものとする。会費は、年額２２００円とする。但し、必要に応じ臨時会費を徴収すること

ができる。なお、転出入等にともなう会費の納入、返金については、四半期分割とし一期５５０円として在籍に応じた金
額とする。

第８条 会員は、すべて平等の義務と権利とを有する。
第９条 この会の会員は、海老名市ＰＴＡ連絡協議会、日本ＰＴＡ全国協議会の会員となる。
第５章 経理
第10条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第11条 この会の経理は、総会において議決された予算にもとづいて行われる。
第12条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
第13条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。
第６章 役員
第14条 この会の役員は次のとおりである。

会長１名 ・ 副会長２名 ・ 書記３名以内（うち１名は教職員） ・ 会計２名（うち１名は教職員）
第15条 役員は、指名委員会が会員の中から候補者を推薦し、総会で承認を得る。
第16条 役員の任期は１年とする。但し、同じ役員の職については１回に限り再任は妨げない。

役員は引き続いて他の役員に選出されることができる。
但し、役員の職に居ることが連続し通算して４年を超えてはならない。

第17条 役員の職務は次のとおりである。
(1)会長は、この会を総括し、総会・運営委員会および常任委員会を招集し、運営委員会、常任委員会の議長となる。

会長は、会計監査委員会の集会を除くすべての集会に出席し、意見を述べることができる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記は、総会・常任委員会及び運営委員会の議事並びに重要事項を記録し会長の指示によりこの会の庶務を行う。
(4)会計は、この会の一切の会計事務を処理し、総会において会計監査委員会の監査を経て決算を報告する。

第７章 会計監査委員
第18条 この会の経理を監査するために２名の会計監査委員をおき任期は１年とする。
第19条 会計監査委員は、指名委員会が会員中より指名した会計監査委員候補者を総会の同意を得て決定する。
第20条 会計監査委員は、必要に応じ臨時会計監査を行うことができる。

第８章 指名委員会



第21条 役員および会計監査委員の候補者を指名するときは役員会計監査委員候補者指名委員会（以下「指名委員会」という）
を置く。

第22条 指名委員会の委員の数と選出の方法は常任委員会で定める。
第23条 指名委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。

第９章 総会
第24条 総会は、全会員を以て構成され、この会の最高決議機関である。
第25条 定期総会は４月に開催する。総会は書面（電磁的方法含む）により議決権を行使するものとする。但し、会員の出席が必要

と運営
委員会が認める場合は、この限りではない。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求

があっ
たとき書面開催する。

第26条 総会は、全会員の５分の１以上の委任状の提出または出席があった場合に成立する。
第27条 総会の議事は、委任状の提出者または出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。

第10章 委員
第28条 この会の委員の構成は次のとおりである。

(1)地区委員
地区委員は、地区毎に１名以上会員中より互選された委員にして、常任委員会、分科委員会の委員となる。

(2)学校委員
学校委員は、教職員全員よりなる委員にして常任委員会、分科委員会の委員となる。

第11章 運営委員会
第29条 運営委員会は、役員、分科委員会の委員長、副委員長および校長、教頭を以て構成する。
第30条 運営委員会の任務は次のとおりである。

(1)役員、監査委員、常任委員、分科委員会の権限以外のこの会の運営に関する事務を処理し、総会および常任委員会に提出
する

議案の調整ならびに議事日程の立案に当たる。
(2)各分科委員会の年間計画を総合調整し、常任委員会に提出する。

第31条 運営委員会は、構成員の３分の１以上出席しなければ議事を議決することができない。議事は、出席者の過半数で決定す
る。

第12章 常任委員会
第32条 総会に提出すべき議事につき緊急を要する場合には、常任委員会を以て総会に代えることができる。

但し、常任委員会は、議事を次期総会に報告し承認を求めなければならない。
第33条 常任委員会は、構成人員の３分の１以上出席しなければ会議を開き議決することができない。

議事は、出席者の過半数で決定する。

第13章 分科委員会および臨時委員会
第34条 分科委員会は、この会に必要な事項について調整、研究、立案に当たる。
第35条 各分科委員会として次の委員会を置く

企画委員会、広報委員会、校外指導委員会。
第36条 各分科委員会の活動内容は次のとおりとする

企画委員会
企画委員会は、学区内における社会教育の振興をはかり、会員相互の教養を高め交流を深めることに努める。

広報委員会
広報委員会は、広報誌などの発行を行ってPTAの活動状況並びに連絡事項等を全会員に広報し、会員相互の意志の交流を図

ると
ともにPTA活動の成長発展に寄与する。

校外指導委員会
校外指導委員会は、児童の交通安全校外生活を学校および家庭と連絡しながら指導し地域の教育環境を良くする事に協力す

る。
第37条 特別な事項について必要なときは、臨時委員会をもうける事ができる。臨時委員会の必要な事項は細則により定める。

第14章 個人情報の取り扱い
第38条 個人情報の取り扱いについては、別に定める。

第15章 改正
第39条 この規約は、総会において議決権行使書の提出者または出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正することができな

い。
ただし、改定案は総会の開催前に全会員に知らせておかなければならない。



細則
第１条 この会の運営に関する必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会が常任委員会の同意を得て定める。
第２条 会員または役員として務め、功労ありと認めた場合は、退任の際これを表彰することができる。

その他運営委員会が功労ありと認めた場合は、これを表彰することができる。
第３条 会員またはこの会に関係あるものの慶弔その他の事項に際して、慶弔の意を表すことができる。
第４条 運営委員会は、細則の制定または改廃した場合は、次期総会に報告しなければならない。
第５条 地区委員は、地区のまとめ役、連絡、また必要に応じて地区会議の開催等に当たる。
第６条 この会の会費の徴収は年1回にまとめて行う。
第７条 指名委員は、本年度の本部役員および分科正副委員長を除いた、分科委員で行う。
第８条 この会の運営に必要とされる旅費については、別に定める。

1. 本規約は昭和４７年４月１日から効力を発する。
2. 昭和４８年 ４月２７日 規約の一部改正
3. 昭和５１年 ４月２４日 規約の一部改正
4. 昭和５３年 ４月１４日 細則第６条・第７条を追加
5. 昭和６３年 ４月１６日 規約の一部改正 第４章第７条、第１３章第３６条
6. 平成 ２年 ４月２１日 規約の一部改正 第４章第７条、第６章第１４条
7. 平成 ４年 ４月１８日 規約の一部改正 第１０章第２８条⑴ 第１３章第３５条、第３６条
8. 平成 ９年 ４月１９日 細則第８条を追加
9. 平成１８年 ４月１７日 細則第９条を追加
10. 平成２２年 ４月２６日 規約の一部改正 第６章第１４条
11. 平成２４年 ４月２５日 細則の一部改正 細則第７条
12. 平成２８年 ４月２０日 規約の一部改正 第１３章第３６条
13. 平成３０年１０月２０日 規約の一部改正 第１０章第２８条(2) 第１３章第３５条、第３６条
14. 平成３１年 ４月２４日 規約の一部改正 第１４章第３８条を繰り下げ第１５章第３９条とし、第１４章第３８条を追加
15. 令和 ２年１０月 １日 規約の一部削除 第１０章２８条、第１３章３５条、３６条
16. 令和 ５年 ４月１９日 規約の一部改正 第４章７条、第９章２５条、２６条、２７条、第１５章３９条
17. 令和 ７年 ４月２５日 規約の一部削除 第１０章２８条

規約の一部改正 第６章１６条、第１３章３５条、３６条
細則の一部改正 細則５条、６条、７条

18. 令和 ８年 ４月３０日 規約の一部削除 第４章第９条



中新田小学校ＰＴＡ内規

（趣旨）
第１条 この内規は、中新田小学校ＰＴＡ規約細則第４条及び第９条の規程に基づき、必要な事項を定める。
（慶事等）
第２条 中新田小学校ＰＴＡ会員またはこの会に関係ある者の慶弔等については、【別表１】のように定める。
（旅費）
第３条 中新田小学校ＰＴＡ会員に対し、中新田小学校ＰＴＡの運営等に必要な旅費として、次の各号に掲げる額を支給する。

(1)中新田小学校区以外の海老名市内への旅行に対しては、２００円とする。
(2)海老名市外への旅行に対し、公共交通機関を利用した場合は最も経済的な経路の実費相当額とし、それ以外の場合は２０

０円
とする。

附則
1. この内規は、平成１８年４月１７日より適用する。
2. 平成２２年３月１３日内規の一部改正 （慶弔等）第２条【別表１】 平成２２年４月２６日総会報告後より適用する。

【別表１】
慶弔見舞金

対象者 葬儀 結婚・出産・病気見舞 火災
児童 香典１万円 ＋ 生花

なし
状況に応じて
本部役員、校長、教頭
で協議する

会員 香典１万円
教職員の配偶者 香典５千円
教職員の父母 弔電
その他 本部役員、校長、教頭で協議する

＊会員とは、①「中新田小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者」及び、②「中新田小学校の教職員」を指す。
＊生花手配…状況に応じて協議する。



海老名市立中新田小学校ＰＴＡ 個人情報保護規程

第１章 総則
（目的）
第１条 この規程は、海老名市立中新田小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必

要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とす
る。

（定義）
第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付され
た番

号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合す
ること

ができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。）をいう。
(2)保有個人情報 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を
有す

る個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶ
おそれが

あるもの。または違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(3)本人 前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者をいう。
(4)役員 本会の役員会を構成する者をいう。
(5)運営委員 本会の運営委員会を構成する者（役員を含む）をいう。
(6)従業者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。

（責務）
第３条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものと

する。

第２章 個人情報の利用目的の特定等
（個人情報保護管理法）
第４条 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。
２ 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理及び保存並びに開示及び訂正の請求に対し、適正に処理す

る責務を負う。
３ 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督

のもとにその職務を代行する。
（利用目的の特定）
第５条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。
（個人情報の収集）
第６条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお本会は、要配慮個人

情報（思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報）については取得しないものとする。

第３章 個人情報の取得の制限等
（個人情報の利用の制限）
第７条 本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当する時はこの限りでは

ない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
である

とき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が
あり、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
（個人情報の管理）
第８条 個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保及び正確性の維持のため、次の号に掲げる事項について適正な措置を講じなけれ

ばならない。
(1)紛失、破損その他の事故防止
(2)改ざん及び漏えいの防止
(3)個人情報の正確性及び最新性の維持
(4)不要となった個人情報の速やかな廃棄または消去

２ 本会は、個人情報の取扱いの全部または一部を本会以外の者に委託する時は、原則として委託契約において、個人データの
安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第４章 個人データの第三者への提供の制限等
（第三者への提供の制限）
第９条 本会は収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当する時はこの限りで



はない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であ
るとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が
あり、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
２ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規程の適用については、第三者に該当しないものとす

る。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同
して利

用する者の範囲、利用する者の利用目的及び個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称についてあらか
じめ本

人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
３ 本会は、前項第２号に規定する利用する者の利用目的または個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称を変

更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
（第三者からの提供）
第10条 本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」「提供を受ける

対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する（事業者でない個人から提供
を受ける場合は記録不要とする）。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であ
るとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が
あり、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第５章 保有個人データの開示、訂正・削除
（個人情報の開示請求）
第11条 本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示（当該本人が識別される個人情報を

保有してないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）の申し出があったときは、身分証明書等により本人であ
ることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全
部または一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合

（個人情報の訂正または削除請求）
第12条 本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面はまたは口頭により、個人情報の訂正、追加、削除または利用停止の申出が

あったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面より通
知するものとする。

２ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第６章 組織及び体制
（苦情の処理）
第13条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情（以下「苦情」という。）については必要な体制整備を行い、苦情があったとき

は、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
２ 苦情対応の責任者は、本会会長とする。
３ 本会会長は、苦情対応の業務を運営委員に委任することができる。その場合は、あらかじめ運営委員を指定し、その業務の

内容を明確にしておくものとする。
（漏えい時などの対応）
第14条 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものと

する。
２ 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに

関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
（研修）
第15条 個人情報保護管理者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従事者に対して定期的に個人情報の取り扱いに関する留

意事項について研修を実施するものとする。
第７章 雑則
（雑則）
第16条 本規程の改廃は役員会を経て運営委員会の承認を受けて行う。
２ 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

附則
（施行期日）
この規則は、平成３１年４月２５日から施行する。



組織図



【別紙１】



■立哨活動について

【対象者】

・全会員が対象ですが、各地区の状況に応じて協議の上決定します。

・幼児を連れての立哨は危険なため未就学児のいる家庭、及び体調に不安のある方で家庭内

にどなたも立哨ができる方がいない場合（仕事を除く）は免除とします。

【立哨日】

・下記の定める日に行います。（年間60日前後を予定しています）

＊各学期初めの１週間

＊毎週月曜日（月曜日が休日の場合は、火曜日）

＊交通安全運動期間中 春季：４月初旬～中旬 秋季：９月中旬～下旬

【立哨方法】

・立哨当番表は、各地区の地区委員が中心となって作成し、５月頃に配付されます。

なお、新１年生の保護者の立哨は、２学期頃からの予定です。

・当番の方には、立哨用具の入った「立哨バッグ」が回ってきます。

（立哨用具…ノート、ペン、立哨当番表など）

・児童の横断時には立哨旗をご使用下さい。

（立哨旗は個人保管。立哨対象者の方に後日お渡しします）

・雨天時、傘の使用は禁止です。レインコートを着用してください。

・レインコートを用意できない方は、学校にあるレインコートを貸し出しますので各自で取

りに行き、使用後は乾燥させるなどしてご返却ください。

・立哨が終了したらノートに記録をして、次の当番の方に速やかに回してください。

【立哨実地訓練】

・年１回、交通指導員による実技指導を行っております。（例年５月に開催）

【立哨担当地区について】（【別紙１】参照）

＊立哨場所は【別紙２】の「地区割り図」をご覧ください。

＊立哨はＰＴＡ全体で児童の安全を守る活動のため、担当場所は、お子様の通学路ではない

場合もあります。

＊立哨時間は、目安時間としています。児童の通過状況を見て現場でご判断ください。

＊学校メールにて、登校時間の変更や休校の連絡があった場合は、立哨は中止となります。

立哨場所 担当地区 目安時間

① 葵会館前 1・4区 7：50 ～ 8：10

② 増全寺西側十字路 ７区 7：40 ～ 8：00

③ レクセルマンション前 10区 7：40 ～ 8：00

④ 小学校正門前 14区，15区 7：55 ～ 8：15

⑤ シルキータウン入口 17B区，18区 7：50 ～ 8：10

⑥ 郵便局南側信号 12区，16区 7：55 ～ 8：15

⑦ 海老名インター入口交差点 17A区，17C区，20区 7：50 ～ 8：10

⑧ 上一ツ橋信号 19・21区 7：50 ～ 8：10



【別紙２】



■ふれあいパトロール（PTA防犯活動）について

現在、地域防犯活動は『ふれあいパトロール委員会』が中心となっておこなっています。

この委員会は自治会、神成クラブ、婦人会、民生・児童委員、学校、PTA等の地域団体で構成さ

れており、「自分たちの地域は自分たちで守る」という目的のもと、児童の登下校時刻に合わせ

てパトロールを実施しています。PTAとしては、全家庭が校区内への外出時に「ふれあいパトロー

ル」のプレートを着用し、各家庭が都合に合わせて柔軟にパトロールを行う方法で実施しています。

これにより、幅広い時間において地域全体の防犯意識を高め、児童が安心して登下校できる環境

をつくり、安全な地域づくりを目指します。

【対象者】
対象者は原則として全会員とします。

【実施方法】（【別紙３】参照）
・「ふれパト・フレックス♪」を合言葉に「ふれあいパトロール」のプレートを着用し、中新田小

学校校区内を各家庭の都合の良い時間に実施する。

・ご不明点等があれば、地区委員または本部お問い合わせフォームまでご連絡ください。

・パトロール中に異常を察した場合は、

海老名警察（０４６－２３２－０１１０）へ連絡し、その旨を

中新田小学校（０４６－２３１－１４５２）への報告してください。

（パトロールは犯罪を未然に防ぐ目的であって、犯人逮捕につなげるパトロールではありま

せん。）

「ふれあいパトロール」プレート

※偽造防止のため、

なかっちが印刷されています。

https://forms.gle/8PQ4
8D6rNhC2netH7

本部 お問い合わせフォーム

https://forms.gle/8PQ48D6rNhC2netH7
https://forms.gle/8PQ48D6rNhC2netH7
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海老名市立中新田小学校ＰＴＡ

事務局

電 話
ＦＡＸ

〒２４３－０４２２
海老名市中新田１－１５－１

０４６（２３１）１４５２
０４６（２３１）３００８


